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In brief 

2018 年 6 月 6 日、生産性向上特別措置法が施行され、同法に基づく「革新的データ産業活用計画」認定の

申請が開始されました。 「革新的データ産業活用計画」は一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデ

ータ連携・利活用により、生産性を向上させる投資計画であり、認定を受けた計画に基づく設備投資につい

て、税額控除や特別償却の税制措置（以下「IoT 税制」）を受けることができます。IoT 税制は業種及び資本

金規模を問わず、幅広く活用することが可能ですが、税制措置の適用は認定された革新的データ産業活用

計画（以下「認定革新的データ産業活用計画」）に記載された対象設備を 2021 年 3 月 31 日までの間に取

得等して事業供用することが必要です。 

 

本ニュースレターでは、IoT 税制の概要と適用上の留意点について解説致します。 
 

 

In detail 

１． 生産性向上特別措置法の立法趣旨と IoT 税制 

生産性向上特別措置法1（以下「特別措置法」）は、近年の情報技術の分野における急速な技術革新の進展

を背景に、新技術等実証の促進、革新的データ産業活用の促進その他の革新的事業活動による短期間で

の生産性の向上に関する施策を講ずることを目的とした法律（特別措置法第 1 条）で、2018 年 5 月 18 日に

成立しました。インターネットによるサービス消費が急増し、企業側での生成データの蓄積や、データ利活用

による新たな価値創造の可能性が高まっている一方で、欧米に比較して我が国ではフィンテックやシェアリン

グサービスをはじめとした新サービスの日本の利用意向は低く、その底上げが課題とされてきました（平成 29

年版 情報通信白書）。 このため、第 4 次産業革命に次ぐ我が国の産業が目指すべき姿（コンセプト）として、

人、モノ、技術、組織等が様々につながることにより新たな価値創出を図る「Connected Industries」が提唱さ

れ2、その横断的取組3として．「産業データ共有事業の認定制度」の創設（特措法第 6 条～）やデータ提供要

請制度の検討と併せて、ＩoＴ投資の抜本強化を図る IoT 税制（コネクテッド・インダストリーズ税制）が平成 30

年度税制改正により創設されました。  

 

2. IoT 税制の概要 

(1) 制度の概要 

IoT 税制とは、特別措置法第 29 条に規定する認定革新的データ産業活用事業者（特別措置法第 22 条によ

り、「革新的データ産業活用計画」の認定を受けた事業者）が、2018 年 6 月 6 日から 2021 年 3 月 31 日まで

の期間（以下「指定期間」）内に一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたシステムや、センサー・ロボット

等を新たに取得等して事業供用した場合に、税額控除又は特別償却の税制措置を認める制度です。 

 

                                                             
1 http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/seisanseisochihoukyoukahou/pdf/seisannseihoritsu.pdf 
2 「Connected Industries」 東京イニシアティブ 2017、2017 年 10 月 2 日

http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012-1.pdf#page=3 
3 http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/pdf/201806_progress.pdf 

http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012-1.pdf#page=3
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/pdf/201806_progress.pdf
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(2) 適用対象法人及び適用年度 

税制措置の適用が受けられるのは、青色申告法人である認定革新的データ産業活用事業者が、指定期間

内に「認定革新的データ産業活用計画」に記載された対象資産の取得等をして当該認定革新的データ産業

活用事業者の事業に供用した事業年度です（措法 42 の 12 の 6①）。主に産業試験研究や貸付けの用に供

した場合、ソフトウエア業、情報処理サービス業、インターネット付随サービス業の事業に供した場合は除か

れています（措法 42 の 12 の 6①）。 

 

(3) 適用対象資産 

税制措置の対象となるのは、革新的データ活用の用に供するために新設又は増設された革新的情報産業

活用設備（新設又は増設された特定ソフトウエア、並びに特定ソフトウエア4とともに取得又は製作された機械

装置、器具備品で情報の連携及び利活用に資するもの5）で、一の認定革新的データ産業活用計画（申請さ

れる事業計画単位）の合計額が 5 千万円以上のものです（措令 27 の 12 の 6②）。 

 

 
 
【出所：経済産業省 コネクテッド・インダストリーズ税制を基に当法人作成】 

 

 

(4) 税制措置及び申告要件等 

革新的情報産業活用設備の事業供用年度において、特別償却（取得価額の 30％）又は税額控除（取得価

額の合計額の 3％又は 5％）の措置が受けられます（措法 42 の 12 の６①、②）。 

 

税額控除の場合は、取得価額の合計額の 3%（継続雇用者給与等支給額の対前年比 3%以上増加した場合

には 5%）の税額控除が認められます（措法 42 の 12 の６②）。ただし、当期の法人税額の 15%（継続雇用者給

与等支給額の対前年比 3%以上増加した場合には 20%）が上限とされます。 

                                                             
4 電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもののうち、認定革新的データ産業活用計画に

従って実施されるその革新的データ産業活用の用に供するために取得又は製作を する一定のもの（措法 42 の 12 の６①、措令 27 の

12 の６①） 
5 ①認定革新的データ産業活用計画に係る特定ソフトウエアによる情報の分析のためにその情報を収集し、かつ、その収集した情報を

電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用 する方法をいう）によりその特定ソフトウエアに送信す

る機能でその全部が自動化されているものを有する機械及び装置又はその情報の分析に基づく電磁的方法による指令を受ける機能を

有 する機械及び装置（その動作がその指令により自動的に制御されるものに限る）で、その特定ソフトウエアとともに取得又は製作をす

るものとしてその認定革新的データ産業活用計画に記載されているもの、及び②認定革新的データ産業活用計画に係る特定ソフトウエ

アとともに取得又は製作をするものとしてその認定革新的データ産業活用計画に記載されている器具及び備品（措法 42 の 12 の６①、

措令 27 の 12 の６③） 
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3. 革新的データ産業活用計画の作成と認定申請 

上記の税制措置を受けるには、革新的情報産業活用設備の取得等の前に、革新的データ産業活用計画の

認定を受けることが必要です。認定申請書には、①事業者の名称等、②特定革新的データ産業活用事業の

実施等の予定の有無、③生産性向上に特に資するものとしての主務大臣の確認の要否（税制適用の要否）、

④革新的データ産業活用の目標6、⑤革新的データ産業活用の内容7及びその実施時期、⑥データの安全

管理（下記のセキュリティ要件）、⑦個人情報の取扱い、⑧生産性向上の目標（下記の生産性向上要件）、⑨

データの活用方法、⑩本計画のために新たに投資する設備、⑪特定革新的データ産業活用の内容、の記

載が必要です。⑥データの安全管理については、登録情報処理安全確保支援士（中小企業者等の場合は

IT コーディネーターでも可）が担保する必要があります。 

 

 
【出所：経済産業省 コネクテッド・インダストリーズ税制を基に当法人作成】 

 

認定の申請は本社所在地を管轄する経済産業局及び総合通信局に行い、認定の可否は正式な申請から概

ね 1 カ月以内に示されることとされています。認定書の交付を受けた事業者は、計画実施期間において各事

業年度終了後 3 カ月以内（6 月末まで）に、実施状況の報告を事前相談した総合通信局または経済産業局

に提出します。 

 

                                                             
6 データ活用がどのような変化をもたらすのかを記載（（例）業務効率化、コスト削減、市場変化への対応、新技術・新製品、新サービスな

どの開発や利用、ビジネスモデルの改革、顧客・市場分析の変化、事業・ラインの拡大、データ流通 等） 
7 ①他の法人若しくは個人が収集若しくは保有するデータを既存の内部データとあわせて連携し、利活用すること、②自らセンサーを利

用して新たに取得するデータを既存の内部データとあわせて連携し、利活用すること、③同一の企業グループに属する異なる法人間又

は同一の法人の異なる事業所間において、漏えい又は毀損をした場合に競争上不利益が生ずるおそれのあるデータを、外部ネットワー

クを通じて連携し、利活用すること、のいずれか又は複数を選択 
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【出所：経済産業省 コネクテッド・インダストリーズ税制を基に当法人作成】 

 

4. 支援対象と適用上の留意点 

IoT 税制の支援対象となる、「革新的データ産業活用」とは革新的事業活動のうち、電磁的記録「に記録され

た情報を、革新的な技術又は手法を用いて収集し、産業活動において活用するものと定義されています（特

別措置法第 2 条第 4 項）。 具体的には、①これまで取得したことのないデータ（センサーデータ等）と、社内

の既存データの連携、②外部のネットワークを活用して、物理的に離れた事業所や工場間のデータを連携、

③他社や一般･公共データ等の社外データと、社内の既存データを連携、④他社との間でネットワークを構

築しデータ連携、のための投資が想定されています。企業内或はグループ企業内でのデータ連携の必要性

や、他法人とのデータ連携の改善の要否を見極めながら、新規投資の立案とタイムリーな認定申請を行うこと

が重要です。 

 

 
【出所：経済産業省 コネクテッド・インダストリーズ税制を基に当法人作成】 
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5. 実務上の留意事項 

(1) 対象となる企業・投資 

今回の IoT 税制は、例えば生産のための投資に限定されるものではなく、データの連携・利活用のための投

資であれば、適用を受けることができる可能性があります。このため、今回の IoT 税制は広く多様な業種の企

業における投資が対象となる可能性があるため、ソフトウエアを含む大型の投資を検討している企業におい

てはその適用について検討する価値があるものと考えられます。 

 

(2) 要件に対する正確な理解 

一方で、革新的データ産業活用計画の認定のためには、データの収集及び活用が一定の類型に分類にさ

れるものである必要があり、また、税額控除の対象となる資産（ソフトウエア、機械及び装置、器具及び備品）

についても、一定の要件を満たすものに限られます。このため、実際の制度の適用を受ける対象資産を正確

に把握するためには、要件に対する正確な理解に基づいた慎重な検討が必要になるものと考えられます。 

 

(3) 関係部門との連携及び早期の検討 

上記のように IoT 税制の適用を受ける前提としての革新的データ産業活用計画の認定の可否を検討する上

では、どのようなデータの連携・利活用が予定されているかを正確に把握する必要があります。そのためには、

実際の投資の主管部門と申請を担当する部門が異なる場合（例えば、情報システム部門が投資の主管となる

が、計画認定の申請は税務部門が行うといったことが考えられます）には、申請の担当部門が、投資の内容

を把握する必要があり、両部門における情報の連携が重要となると考えます。 

また、税額控除の対象となる資産は、原則として、革新的データ産業活用計画の認定後に取得されるものと

なります。このため、どのような投資が計画されているのか、対象になり得る投資であるのか、関係部署間の情

報の連携については速やかに行われる必要があります。 

 

(4) セキュリティ対策の担保 

今回の IoT 税制の特徴として、前提としての革新的データ産業活用計画の認定の要件として、必要なセキュ

リティ対策が講じられていることを、セキュリティの専門家（情報処理安全確保支援士。中小企業等の場合に

は IT コーディネーターでも可）が担保する必要があるとされている点があります。当該セキュリティの専門に

ついては、特段社外の者である必要がある等の要件は付されていません。よって、企業内部に該当する資格

を保有する者が居るかを確認し、もし、居ない場合には外部の資格者に依頼する等の検討が必要となります。 
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Let’s talk 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問

い合わせください。 

PwC 税理士法人  
〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表）  

Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com 

www.pwc.com/jp/tax 
 

パートナー  

鬼頭 朱実 
03-5251-2461 

akemi.kitou@jp.pwc.com 

パートナー  

高野 公人 

080-1114-4491 

kimihito.k.takano@pwc.com 

 

パートナー  

村上 高士 

03-5251-2341 

takashi.a.murakami@pwc.com 

ディレクター  

荒井 優美子 

03-5251-2475 

yumiko.arai@pwc.com 
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